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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により現行の被保険者証は令和6年 12月2日に廃止と

なります。被保険者証の廃止後は、マイナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカード）によ

るオンライン資格確認を基本としつつ、マイナ保険証をお持ちてない人には、お手元にある被保険者

証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けること

がてきます。

また、令和6年 12月1日時点てお手元にある有効な被保険者証は、経過措置により有効期限まて‘

は引き続き使用することが可能て，，す。ただし、有効期限内であっても転居等により内容が変更となる

場合には、新規の被保険者証は発行せず、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」、マ

イナ保険証をお持ちてない人には「資格確認書」が交付されますのて‘ご注意ください。

習志野市国保年金課
電話 047-45I -I I 5 I（代表）習志野市ホームページ https://www.city.narashino.lg.jp/



＇ （日本て‘は、すへての人？竺：公99竺竺巴戸（国民皆保険制度）。 ］

国民健康保険（以下、国保）はその公的医療保険のひとつてす。

～届け出にあたって～

0届け出には本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード・在留カー

ドなど）を必ずお持ちください。

0代理人（住民票上別世帯の人）が届け出をされる場合は委任状が必要です。

0加入・脱退により世帯主が変わる場合は、国保加入者全員の「被保険者証あるいは資格確認書」

（以下、被保険者証等）をお持ちください。

0国民年金の加入・脱退の届け出がある場合は、別途お問い合わせください。

0届け出は 14日以内にお願いいたします。

こん なと き 必要なもの

国
他の市区町村から習志野市へ ●特定疾病療養受給者証（該当者のみ）

保 転入してきたとき ●本人確認書類

に 職場の健康保険をやめたとき ●健康保険資格喪失証明書●本人確認書類

入 （退職したときや扶養家族からはずれたとき） ●基礎年金番号通知書または年金手帳

る

と
生活保護を受けなくなったとき ●保護廃止決定通知書●本人確認書類

き 国保に加入している世帯て‘
●母子健康手帳●本人確認書類

子どもが生まれたとき

※外国人が加入する場合は、上記のほかに在留カードまたは特別永住者証明書、パスポートをお持ちください。

こん なと き 必要なもの

国 習志野市から ●国保の被保険者証等

保
他の市区町村へ転出するとき ●限度額適用認定証など（該当者のみ）

を ●加入者全員が職場の保険に加入したことがわかる
職場の健康保険に入ったとき 証明書等（被保険者証等、資格情報のお知らせ等）

や （就職したときや扶養家族になったとき） ●国保の被保険者証等●限度額適用認定証なと1該当者のみ）
め （郵送てのお手続きもてきます。詳しくは国保年金課まてお問い合わせください。）

る
生活保護を受けるようになったとき

●保護開始決定通知書●国保の被保険者証等

と
●限度額適用認定証など（該当者のみ）

き ●国保加入者全員の被保険者証等●葬儀の領収証

または会葬礼状（喪主の名前がわかるもの）
死亡したとき

●葬儀を行った人（喪主）の口座がわかるもの

●印鑑●限度額適用認定証など（該当者のみ）

こん なと き 必要なもの

そ 住所・世帯主・氏名などが変わったとき
●国保加入者全員の被保険者証等●本人確認書類

●限度額適用認定証など（該当者のみ）

の 被保険者証等を紛失したり、汚れて使えな
●使えなくなった被保険者証等●本人確認書類

他
くなったとき

修学のため、子どもが他の市区町村に ●在学証明書●転出する人の被保険者証等

転出するとき ●本人確認書類

-1-



/
=
—
、 国保て受けられる給付

1 療養の給付 : 

)

≫
 

病気やけがて医療を受けるとき、医療機関の窓口て被保険者証等を提示すれば、医療にかかった費用の一

部（自己負担分）の支払いて万斉みます。残りの分は、皆さんの保険料などをもとに国保が支払います。

＠自己負担（窓口負担）割合について

一小学校就学前

小学校就学後から70歳未満

70歳から74歳まて r一般」・「低所得」

70歳から74歳まて「現役並み所得者」

一2割

3割

2割

3割

自己負担割合は、加入者の年齢や所得により異なります。

2割 3割 2~3

＾ 割

被保険者証等に記載された

自己負担割合が適用されます

※0歳から高校3年生相当年齢までの医療費には医療費助成があります。詳しくは、子育て支援課まてお問い合わせください。

@70歳から74歳の人の被保険者証等について
70歳の誕生月の翌月 (I日生まれの人は誕生月）から、前年 (I月～7月受診分は前々年）の所得によって医

療機関ての自己負担割合を決定します。70歳から74歳の人の被保険者証等は、高齢受給者証を兼ねる証へ変

更され、自己負担割合および発効期日を記載します（後期高齢者医療制度の適用を受けている人は除きます）。

オンライン資格確認にも自己負担割合が反映されるため、マイナ保険証も引き続き利用てきます。

令和6年8月2日～令和7年7月 1日まてに70歳になる人の被保険者証等の有効期限は、 70歳の誕生月の末

日(I日生まれの人は前月の末日）になっています。

【令和6年8月2日～令和6年 12月 1日まて‘に70歳になる人】

新しい被保険者証は、誕生月の下旬（ 1日生まれの人は前月の下旬）に郵送いたしますのて‘、発効期日より使

用してください。

【令和6年 12月2日以降に70歳になる人】

被保険者証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちて‘

ない人には「資格確認書」を誕生月の下旬（ 1日生まれの人は前月の下旬）に郵送いたします。「資格確認書」は

発効期日より使用してください。

@70歳から74歳の人の自己負担（窓口負担）割合の判定方法について
自己負担割合は前年 (I月から7月受診分は前々年）の所得や収入により判定します。基準は次のとおりてす。

判

市民税の課税標準額※lが 145万円未満てある。 li区う〉 自己負担割合は2割

いいえ

判定？
次のいずれかに該当する。

①70歳～74歳の国保加入者が世帯に 1人て＼

収入※2が383万円未満てある。

②70歳～74歳の国保加入者が世帯に2人以上て＼

収入※2の合計が520万円未満てある。

③70歳～74歳の国保加入者が世帯に 1人て‘、同じ世帯に

これまてに国保から後期高齢者医療制度に移行した人

がいる場合て＼収入※2の合計が520万円未満てある。

自己負担割合は2割
今年 (I月～7月受診分は前年）の 1月2日以降に習

志野市へ転入した人は、収入金額の確認がて｀きない

場合がありますのて＼申請が必要です (2割となるの

は、申請の翌月 1日からてす）。

自己負担割合は3割

※l…課税標準額とは、所得の合計から各種所得控除を差し引いた後の金額て吋す。同じ世帯に70歳～74歳の国保加入者が

2人以上いる場合は、その中で課税標準額が一番多い人の金額によって自己負担割合を判定します。

※2…収入とは、所得税法上の収入金額（一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く）であり、公的年金控除や必要経

費等を差し引く前の金額て吋す（所得金額てはありません）。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。上場株式等の

譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告した場合、その売却収入はここていう収入金額に含まれます

（所得が0またはマイナスのときて‘も、収入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます）。
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1 高 額療養費の支給 ： ＞ 
同じ月内に医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合には、その超えた額が国保から高

額療養費として支給されます。

＠申請の方法

高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月から約2カ月後、世帯主あてに申請書をお送りします。

申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、国保年金課へお送りいただくか、窓口にお持ちください。後日、ご指

定の口座へ振り込みます（保険料に滞納のある人は、窓口ての申請となりますのて，，、通知書のみお送りします）。申請

がてきる期間は、原則診療月の翌月 1日から起算して2年てす。

※一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、支給決定通知をお送りします。

※高額療養費に該当すると思われるのに、申請書が届かない場合は、国保年金課まてお問い合わせください。

＠申請まての流れ ◎ 
● , 

病院て‘診療を受ける 国保連合会
（審査機関）

＠高額療養費計算の4つの条件

月の 1日から末日まて

を1カ月として計算。

2つ以上の病院・診療

所にかかった場合は

別々 に計算。

＠限度額適用認定証について

市役所
（保険者）

皆さんのお宅へ

ひとつの病院・診療所

ても、医科診療と歯科

診療は別計算。また、入

院・外来も別計算。

入院時の食事代や、保

険のきかない差額ベッド

代・日用品代などは計

算に含めません。

医療機関の窓口て高額な医療費がかかる場合に、「限度額適用認定証※I• 2」を提示することにより、一部負

担金が、月単位て自己負担限度額※3まての支払いて済みます。

認定証の交付には事前に申請が必要てす（オンラインて‘も申請てきますのて＼詳細は市ホームページをご確認

ください）。

※ l…70歳以上で自己負担割合が2割の人て、課税世帯の人は、被保険者証等の提示により同様の取扱いになりますのて＇、

「限度額適用認定証」は不要てす。

※2…70歳以上て自己負担割合が3割の人のうち課税所得が6qo万円未満の人と、自己負担割合が2割の人のうち住民税非課税

世帯の人は「限度額適用認定証」が必要て‘す。

※3…自己負担限度額については、所得区分によって異なリます。4ページをご参照ください。
W W W  

【申請に必要なもの】●被保険者証等 ●印鑑

0保険料に滞納がある場合は、納付相談をしていただきます。

0住民税非課税世帯の人に交付する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより

入院時の食事代が減額となります。6ページをご参照ください。
ヽ

墨喜霰罫国E発効日は申請書を提出した月の初日からになります。さかのぼって認定はてきません。

原則として被保険者証等と同じ有効期限の認定証を交付します。

継続して認定証が必要な場合、被保険者証等の更新ごとに申請が必要て，，す。

＠マイナンバーカードを被保険者証等として利用する場合

「限度額適用認定証」を提示しなくても、自己負担限度額まての支払いて済みます。

※保険料に滞納がある場合、所得の申告をしていない場合やマイナンバーカードの被保険者証利用に対応していない医療機関等ては、

提示が必要てす。
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＠自己負担限度額（月額） 自己負担限度額は、70歳未満の人と70歳以上の人て‘異なります。

【70歳未満の人】

所 得 区 分 適用区分の表示 自己負担限度額

基礎控除後の総所得金額等※＇が
ア 252,600円＋ 1%

[I超％はえ総た場医合療に費、が超8え4た2,分00の01円%を] qo1万円を超える世帯の人 (140, I 00円）

基礎控除後の総所得金額等※＇が
イ

167,400円＋ 1%
[I超％はえ総た場医合療に費、が超5え5た8,分00の01円%を] 600万～qo1万円以下の世帯の人 (q3,000円）

基礎控除後の総所得金額等※＇が
ウ 80,100円＋ 1% [I超％はえ総た場医合療に費、が超2え6た7,分00の01円%を] 210万～600万円以下の世帯の人 (44,400円）

基礎控除後の総所得金額等※＇が
工 57,600円

210万円以下の世帯の人 (44,400円）

市民税非課税世帯 オ
35,400円
(24,600円）

（）内は、過去 12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の限度額て吋す。

4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

※l…基礎控除後の総所得金額等とは、国保加入者全員の所得額の合計です。

同一世帯内て合算てきる場合があります。
同一世帯て‘、同じ月内に、受診者・医療機関・入院・外来ごとに計算して、それぞれ21,000円以上支払いがあった場

合は、それらを合算して上記の自己負担限度額を超えた分が支給の対象となります。

【70歳以上の人】 70歳の誕生日の翌月 (I日生まれの人は誕生月）から。

自己負担限度額
所得区分（窓口負担割合）

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯）

市民税の課税標準額※1が6qo万円以上の人と 252,600円＋ 1% ［ 1％は総医療費が842,000円を］ 
その世帯の被保険者（現役並みm) (140,100円） 超えた場合に、超えた分の 1%

現役並み
市民税の課税標準額※1が380万円～6qo万円

所得者 167,400円＋ 1% ［ 1％は総医療費が558,000円を］ 
(3割） 未満の人とその世帯の被保険者（現役並みII) (q3,000円） 超えた場合に、超えた分の 1%

市民税の課税標準額※ lが 145万円～380万円 80,100円＋ 1% ［ 1％は総医療費が267,000円を］ 
未満の人とその世帯の被保険者（現役並み I) (44,400円） 超えた場合に、超えた分の 1%

一般
現役並み所得者、低所得II・ Iに該当しない人

18,000円 57,600円

(2割） 【年間上限※2144,000円】 (44,400円）

低所得 II 同一世帯の世帯主および被保険者全員が市民
24,600円

(2割） 税非課税である人（低所得 Iに該当しない人）

同一世帯の世帯主および被保険者全員が市民
8,000円

低所得 I

(2割）
税非課税てあって、その世帯の所得控除後（年 15,000円
金収入は控除額80万円て‘計算）が0円になる人

※l…市民税の課税標準額とは、所得の合計から各種所得控除を差し引いた後の金額てす。

※2…年間 (8月～翌年7月）て上限を超えた場合は、世帯主あてに高額療養費支給申請書をお送りします。

＠医療費の支払いが困難な人は（一部負担金の減免）
災害・失業などにより収入が減少し、一部負担金を負担すると生活が困難となる場合は、一部負担金の減免を申請す

ることがて｀きます。減免の決定に際して、収入や資産状況の申告およびその内容に関する調査をいたします。

＠所得の申告はお済みてすか？
所得の申告がないと、所得区分の正しい判定がて‘きません。必ず所得の申告をしましょう。
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＠特定疾病療養受療証について

①人工透析の必要な慢性腎不全

②先天性血液凝固因子障害の一部（血友病）

③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV感染を含む）

以上の高額な治療を長い間続ける必要がある病気の場合、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自

己負担額が l力月 10,000円※まて、て済みます。受療証の交付には事前に申請が必要て，，す。

※人工透析を受ける人(70歳未満）は、所得により、自己負担額がl力月20,000円になる場合があります。

【申請の方法】

(I)「特定疾病認定申請書」が必要て，，す。国保年金課の窓口にお越しいただくか、

市ホームページから印刷することもて‘きます。

(2)申請書に必要事項を記入し、医師の証明をもらってください。

以前の健康保険てお持ちになっていた特定疾病療養受療証（写し可）でも可能て，，す。

(3)申請書と医師の証明を国保年金課の窓口に提出します。

(4)「特定疾病療養受療証」をお渡しします。

墨〖置尋峰平 発効日は申請書を提出した月の初日からになります。さかのぼって認定はてきません。

＠高額医療・高額介護合算制度

同一世帯で医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、年間 (8月～翌年7月）の限度額を超え

た場合、高額介護合算療養費が支給されます。対象者には支給申請書を郵送します。

＠高額療養費外来年間合算制度

年間 (8月～翌年7月）て‘外来診療て支払った医療費が 144,000円を超えた場合、超えた額が年

間の高額療養費として支給されます。対象者には支給申請書を郵送します。

療養費の支給
~ 

＞ヽ 
医療機関の窓口て，，、かかった医療費をいったん全額自己負担した場合て‘、以下に該

当するものは、申請をしていただくことにより、審査によって決定した額のうち自己負担分

r会を除いた額が、療養費として世帯主に支給されます。申請がて‘きる期間は、原則療養に

要した費用を支払った日の翌日から起算して2年てす（旧保険者の被保険者証等を提

示して療養を受けた場合等は、当該療養を受けた日の翌日から起算して2年てす）。

療養費が支給される場合 必要なもの

急病など、緊急やむを得ない理由て＼ ●診療（調剤）報酬明細書（レセプト） ●領収書

被保険者証等を持たずに診療を受けた場合 ●被保険者証等●印鑑●世帯主の口座がわかるもの

医師の診断により治療用装具 ●医師の証明書●領収書●被保険者証等●印鑑

（コルセット等）や義眼をつけた場合
●世帯主の口座がわかるもの

●治療用装具の写真（靴型装具のみ）

●診療内容明細書●領収明細書
（窓口に指定の用紙有。ホームページからも印刷可。）

やむを得ず、海外渡航中に
※外国語て記載されている場合は翻訳文を添付

●医療機関等の名称・所在地が確認てきるもの●領収書
診療を受けた場合 ●被保険者証等●印鑑（世帯主・被保険者）

●世帯主の口座がわかるもの
●パスポートなど渡航先の出入国が確認てきるもの

医師の同意を得てマッサージ・はリ・灸 ●施術者が作成した専用の療養費支給申請書

などの施術を受けた場合
●同意書●領収書●被保険者証等●印鑑
●世帯主の口座がわかるもの

※申請に必要な書類は、支給の理由によって異なりますのて．、国保年金課まてお問い合わせください。

なお、申請後に審査をしますのて＼支給されるまて‘には3カ月ほどかかります。
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1 入 院時食事療養費の給付 、＞ 
入院中の食事にかかる費用は、一部を患者さんに負担していただき、残りを国保が負担します。通常、患者さんは 1食

あたり4qo円の負担て｀すが、下記の②、③に該当する人は、市役所て中「標準負担額減額認定証」の交付を申請し、これを

医療機関に提示することにより負担が軽くなります（表中の負担額は令和6年6月1日以降の金額て吋す）。

所 得 区 分 (4ページ参照） 1食あたりの負担額

① 一 般

② 
市民税非課税世帯 I qo日まての入院

低所得II I過去 12カ月の入院日数がqo日※を超える入院（長期該当）

③ 低所得 I

入院中の食事代は高額療養費の対象になりません。※市民税非課税世帯等の区分の期間での入院日数がqo日

【申請に必要なもの】

●被保険者証等●印鑑●長期該当の申請には、入院日数および食事代を確認て‘きる領収書など

4qo円
230円

180円

110円

墨 喜発効日は申請書を提出した月の初日から、長期該当の認定は翌月の初日からになります。

さかのぼって認定はてきません。

1 出 産 育 児 一時金の支給 : ＞ 
国保の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として48万8千円（産科医療補償制度に加入している医

療機関て出産した場合は 1万2千円を加算し50万円）が支給されます。ただし、ご自身が会社を辞めて6カ月以内の出

産の場合、会社の健康保険組合等から一時金が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問い

合わせください。なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国保からの支給はありません。申請がてきる期間

は、出産された日の翌日から起算して2年です。

※妊娠12週(84日）以上て＇あれば死産・流産ても支給されます（医師の証明が必要て‘す）。

＠出産育児一時金直接支払制度
医療機関等において被保険者証等を提示し、申請および受取について代理契約の手続きをすることて｀、出産育児ー

時金が直接医療機関へ支払われます。これにより、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。国保年金

課の窓口において事前の手続きは必要ありません。

※出産費用が出産育児一時金の額を超える場合、差額は医療機関にお支払いください。
※出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、差額は国保から支給いたします。支給の対象となる人には申請書をお送りいた

しますのて＼申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、国保年金課へお送りいただくか、窓口にお持ちください。後日、ご指

定の口座へ振り込みます。

＠出産育児一時金受取代理制度
直接支払制度を実施しておらず、受取代理制度を導入している医療機関等において、

受取代理制度を利用される場合は、国保年金課の窓口て事前に申請が必要てす。

＠出産費用を全額自己負担された人へ
直接支払制度および受取代理制度を利用せず、出産費用を全額自己負担された人は、

下記の書類をお持ちのうえ、国保年金課の窓口て申請してください。後日、ご指定の口座へ振り込みます。

【申請に必要なもの】

●世帯主の口座のわかるもの●印鑑●出産した人の被保険者証等

●医療機関から交付された領収・明細書（直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの）

※海外て出産された場合は、領収・明細書の代わりに出生証明書と日本語翻訳文、パスポートまたは航空券、その他の海外に渡航
した事実が確認てきる書類の写しが必要て吋す。

1 葬 祭費の支給 ： ＞ 
国保の加入者が死亡したときは、葬儀を行った人（喪主）に5万円が支給されます。お亡くなりになった人の被保険者

証等、葬儀の領収証または会葬礼状（喪主の名前がわかるもの）、葬儀を行った人（喪主）の口座がわかるもの、印鑑

をお持ちください。申請がてきる期間は、原則葬儀を行った日の翌日から起算して2年てす。
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国民健康保険料
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保険料は、加入している皆さんの所得などによって決定されます。そのため、年度ごとに、また、世帯ごとに保険

料が異なります。保険料は国保を支える貴重な財源て‘す。皆さん一人ひとりの保険料が国保を支えています。

1 保 険 料 の計算方法 : 》
0保険料は、加入者の令和5年中の所得などをもとに世帯ごとに計算します。

※令和5年中の所得とは、令和5年 1月1日から令和5年 12月31日までの所得て，，す。

0令和6年度分の保険料は、令和6年4月から令和7年3月まてを 1年分として計算します。

年度の途中て‘加入した場合は加入月から、脱退した場合は脱退の前月分まての月割計算となります。

〇保険料は次の3つに区分されています。

①医療分・・・・国保加入者すべてに課されるものて‘、国保加入者の医療費などにあてられるものてす。

②支援金分・・国保加入者すべてに課されるものて，，、後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられる

ものてす。

③介護分・・・・国保加入者のうち40歳から64歳まての人に課されるものて＼介護保険制度に対する納

付金にあてられるものてす。

※医療分は所得割（前年の所得から計算する保険料）・均等割（世帯の加入者数により計算する保険

料） •平等割 (I 世帯あたりの保険料）の合計、支援金分と介護分は所得割と均等割の合計となりま
す。これらを合算したものが世帯の年間保険料となります。

■保険料の料率と計算方法

区 分 医 療 分 支援金分 介護分
(40歳以上64歳以下の加入者のみ）

所 得 割 n 加入者の令和5年中 口加入者の令和5年中 口加入者の令和5年中

（前年の所得に応じた保険料） の所得※ 1 X7.6% の所得※ 1 X2.4% の所得※ 1 X2.5% 

均等割
世帯の加入者の人数 口世帯の加入者の人数 a 世帯の加入者の人数

a （ X 22,500円 X 14,300円 X 15,500円
（加入者数に応じた保険料） 未就学児※2は11,250円） （未就学児※2は7,150円）

平等割 a 12,800円 ／ ／ (I世帯あたりの保険料）

合 計 n＋口 ＋〇 ＝区］ 口 ＋口 ＝⑲ 口 ＋ 口 ＝◎

（最高限度額65万円） （最高限度額24万円） （最高限度額 17万円）

令和6年度の 区］ （医療分）＋ ⑲ （支援金分）＋ 〖〗 （介護分）
国民健康保険料

※ l …所得とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式等•長期（短期）譲渡所得金額等の合計か
ら基礎控除額43万円を控除した額て，，す（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

なお、基礎控除額は、合計所得金額によって異なります。住民税の基礎控除額をご確認ください。

※2…未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前てある被保険者をいいます。

納入通知書は世帯主あてに送付します

保険料は、加入者一人ひとりの所得などをもとに世帯単位て算定し、世帯主が

支払うことになっています。これは世帯主が職場の健康保険に加入していて、家族

だけが国保に加入している場合（擬制世帯といいます。）も同様て，，す。
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＠国民健康保険料と後期高齢者医療保険料
国保加入者が75歳になった月からは、後期高齢者医療保険料をお支払いいただきます。

国民健康保険料は、75歳の誕生月の前月分まて‘月割て噌十算しますのて＼二重払いの心配はありません。

※下表のとおり、 75歳の誕生月によって国民健康保険料のお支払い時期（回数）が変わリます。

納期（普通徴収） 1期 2期 3期 1 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 1 q期
(7月） (8月） (q月） （10月） （11月） （12月） （1月） （2月） （3月）

7月31日まて‘に75歳の誕生日を迎える

゜
← 1期のみてお支払いいただきます。

単身世帯の人 例 5月10日生まれ （保険料は4月分のみの月割計算てす）

←2期まてお支払いいただきます。
8月1日以降に 例 q月 10日生まれ

゜゚75歳の誕生日を -------------------------------
ー^・0（保険|料09さ4月|か0全8]立←（引5射立期れま拉四て月かおら醗支II払月分い虹までいのた立月だ割計き算まーでーすす。・） ・-迎える単身世帯の人 例 12月10日生まれ

゜゚※同じ世帯に他の国保加入者 (75歳未満の人）がいる場合は、 75歳を迎える人の誕生月の前月まての保険料と、他の

国保加入者の保険料を合算し、通常の納期どおりq回に分けてお支払いいただきます。

＠国民健康保険料（介護分）と介護保険料
介護保険制度に対する負担の方法は、年齢によって異なります。40歳から64歳までの間は加入している健康

保険の保険料の一部として負担しています。65歳になると各個人が直接、介護保険料をお支払いいただくよう

になります。この取り扱いは、国保を含むすべての健康保険制度て共通のものてす。

【国保加入者が40歳になったら】

国保加入者が40歳になった月 (I日生まれの人は誕生月の前月）からは、国民健康保険料（介護分）が月割

て‘加算されます。40歳になった月の翌月 (I日生まれの人は誕生月）に、保険料の変更通知書を送付いたします。

【国保加入者が65歳になったら】

国保加入者が65歳になった月 (I日生まれの人は誕生月の前月）からは、介護保険料をお支払いいただ

くようになります。国民健康保険料（介護分）については、 65歳の誕生月の前月分まて‘(1日生まれの人は誕

生月の前々月分まて）を月割計算し、年度末まての各納期に分けてお支払いいただきます。

【介護保険適用除外施設に入退所したとき】

介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護分保険料がかかりません。介護保険適用除外施設

に入退所した場合は必ず届け出を行ってください。

I例：l0月l5日が65歳の誕生日の場合I 一..... 
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 1 q月 |l 0月 |l 1月 L丘せi| l月 | 2月 |3月

国保の ①医療分 ②支援金分(12カ月分）

保険料 1 ③介護分(4月からq月まての6カ月分）

傘・ I ～③の 1計額をん度よまて‘の納期に分けてお支払いいただきます

I I ~ 介護
保険料

まだ所得の申告をしていない人は令和6年1月1日に住んて` いた市区町村て申告を済ませてください。

申告した場合は、お手数て・すが国保年金課まてお知らせください。

※収入がなかった人も、申告をすることによって保険料や医療費の自己負担限度額が軽減される場合があります。

＠加入の届け出はお早目に！ ＾ 国保の資格取得日（加入日）は、市役所に届け出をした日てはなく、加入の事実が発生した日になります（退

職日の翌日など）。届け出が遅れた場合ても、保険料は加入日まてさかのぼってご負担いただきますのて‘、ご注

意ください。
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1 保 険料の納期 : 

【普通徴収（各期の納期限）】
| 

第 1期 7月31日 第 2期 q月 2日 第 3期 q月 30日

第 4期 10月31日 第 5期 12月2日 第 6期 1月6日

第 7期 1月31日 第 8期 2月28日 第q期 3月31日

※納期限は通常各月の末日てすが、土・日曜日、祝日と重なった場合はその翌日になリます。

※保険料の年額を支払回数て分けていますのて'、 1回分が 1カ月分の保険料にはなりません。

【特別徴収】

4月 4月15日 6月 6月14日 8月 8月15日

10月 10月 15日 12月 12月13日 2月 2月14日

※年金受給日が納付日となります。

1 保 険料のお支払い方法 : 

普通徴収（口座振替・納付書てのお支払い）と特別徴収（公的年金からの天引き）があります。

Cエ _....,~ 
令和6年度の保険料をq回に分割し、口座振替か納付書てお支払いいただきます。 曲 （ツ‘

【口座振替てのお支払い】

保険料の納付は原則「口座振替」となります。 1回の手続きて，，、各期の納期限に

ご希望の口座から引き落としされます。申込み方法は、 2種類あります。

①来庁者ご本人のキャッシュカードと身分証明書をお持ちのうえ、市役所窓口にて申し込みます（ペイジー）。

翌月から口座引き落としを開始します（お持ちのカードにより申し込みてきない場合があります）。

②通帳、通帳届出印、納入通知書をお持ちのうえ、銀行または市役所窓口にて申込書を記入します。

2カ月後からの口座引き落としとなります。

＞ 

＞ 

＊口座振替をしますと領収書は発行されません。通帳て‘ご確認ください。詳しくは、税制課・国保年金課にお問い合わせください。
＊還付金が生じた場合、納付義務者と口座名義人が同一てあるときは、引き落とし口座へお振込みいたします。

【納付書てのお支払い】

納付書裏面に記載の金融機関・コンビニエンスストア窓口のほか、以下の方法て‘もお支払いてきます。

0ペイジ一対応の金融機関ATM
0ペイジ一対応のインターネット（モバイル）バンキング
0スマートフォンアプリ (PayPay、 LINEPay、PayB)

ただし、納付書一枚につき30万円を超える場合や、バーコードの記載がない納付書、汚れなどによりバーコードを

読み取れない納付書、取扱期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリてはご利用いた

だけません。

またペイジーおよびスマートフォンアプリをご利用の場合、領収証書に受領印は押されませんのて｀ご注意ください。

゜
次の条件のすべてに該当する世帯主が対象になります。

ー
①世帯主が国保の被保険者てあること（擬制世帯主は、非該当）。

②世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上75歳未満てあること（年度の途中て75歳となる世帯主は、

非該当）。

③特別徴収の対象となる年金の年額が 18万円以上てあること。

④介護保険料が特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険料の合算額が特別徴収の対象とな

る年金受給額の 1/2を超えていないこと。

【対象となる年金】

特別徴収の対象となる年金は、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金てす。

【特別微収の時期（本徴収と仮徴収）】

年6回支給される年金から天引きされます。 10月に支給される年金から天引きが開始される人は、 7月か

らq月まては普通徴収（口座振替・納付書てのお支払い）、 10月以降は特別徴収となります。
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【普通徴収の人の納付月】普通徴収q回て，，、年間保険料を納付

納付月 1令：約 5月 16月 7月 18月 q月 110月 111月 12月 II月 2月 | 3月

普通徴収I | | 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期q期

【特別徴収の人の納付月】特別徴収 6回て納付 ； ：令和7年度

納付月令:『|5月 16月 17月 18月 q月 I10月 II月 II 2月|1月 2月 1 | 

普通徴収II回 1 12回 I 13回 1 14回 I I 5回 I 16回

仮徴収
I 

本徴収！ 
令和6年度の保険料が 令和6年度の決定された保険料額から 2月の徴収額が

7月に決定するため、仮徴収の 仮徴収分を差し引いた額を 令和7年度の
保険料を納めていただきます。 3回に分けて納めていただきます。 仮徴収額となります。

その年度の保険料が7月に決定するため、4・6・8月は、仮の金額を年金から天引きします（仮徴収）。 10・ 12・ 2 

月は、7月に決定した保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きします（本徴収）。

仮徴収の金額は、前年度2月に年金から天引きされた保険料と同額て，，す。新たに仮徴収が開始した人は前年度

の保険料をもとに決定しています。

【本徴収（ 10月）から特別徴収の人の納付月】普通徴収3回、特別徴収3回て納付 i令和7年度

納付月：え惰年15月 16月 17月 1 8月 |q月 110月 11 1月 112月11月 12月 13月 Il4月

普通徴収

特別徴収

1期 12期 13期

2回
| 

普通徴収 本徴収

これまて‘どおり
普通徴収と
なります。

前年中の所得をもとに算定した保険料額から
普通徴収分を差し引いた額を3回に分けて

年金から天引きします。

特別徴収の停止などについて

【年度の途中て加入・脱退があったとき】

3回

2月の徴収額が
令和7年度の

仮徴収額となります。

1回

年度の途中て65歳未満の人が加入した場合、その年度内は特別徴収・普通徴収の両方からのお支払

いとなります。他市への転出や、社会保険に加入したなどの理由て国民健康保険を脱退した場合、特別徴収

が停止となる場合があります。

【特別徴収から普通徴収への変更届】

特別徴収の人て‘も、次の手続きをすることて，，、普通徴収（口座振替のお支払い）に変えることがて‘きる場合

があります。納付書てのお支払いには変更て‘きません。

現在、納付書てお支払いの人

①変更届を提出する。

（特別徴収から普通徴収への変更届の提出）

②口座振替の申し込みをする。

【特別徴収の停止時期】

現在、口座振替てお支払いの人

①変更届を提出する。

（特別徴収から普通徴収への変更届の提出）

市ては、各届け出を受領した後、特別徴収停止の手続きを年金保険者に対し行います。

なお、年金保険者に対する特別徴収の停止依頼は、年金支払月の 3カ月前まて｀と定められていますのて＼

届け出をされた後ても保険料が年金より差し引かれる場合があります。保険料に還付が発生した場合は、後

日通知します。
-10-



保険料の軽減 》
被保険者全員の所得の申告（確定申告、住民税申告、国民健康保険の所得申告のうち、いずれか）が済ん

ていて、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。

ただし、擬制世帯の場合には、擬制世帯主の所得もこの軽減判定の計算に含みます。

軽減割合 世帯の所得金額の合計（基礎控除前）

7割
43万円

+10万円 x（給与所得者等の数一 l)※l以下

5割
43万円＋（2q.5万円 X被保険者数※2)
+10万円 x（給与所得者等の数一 l)※l以下

2割
43万円＋（54.5万円 x被保険者数※2)
+10万円 x（給与所得者等の数一 l)※l以下

※|…計算式の下段は、世帯内の被保険者と世帯主のうち、給与収入（専従者給与を除く）が 55万円超もしくは公的年金等の収入
が125万円超 (65歳未満は60万円超）の人（給与所得者等）が2人以上いる場合に計算し、 1人以下の場合は上段のみの
計算となリます。

※2…被保険者数には、後期高齢者医療制度加入者のうち、同制度加入時に国保から移行した人て＼継続して同一世帯にいる人を
含みます。

後期高齢 者医療制度への移行に伴う保険料の軽減 》
＠社会保険等の被扶養者に対する保険料の軽減

社会保険などの加入者（国民健康保険組合は除く）が75歳となり後期高齢者医療制度に移行して、その被扶養

者 (65歳～74歳）が国民健康保険に加入することとなった場合、申請により所得割額を免除し、均等割額を資格取

得日の属する月から2年間半額とします。また、世帯の国民健康保険加入者の年齢が65歳～74歳の人のみてあっ

た場合は、医療分の平等割額についても資格取得日の属する月から2年間半額とします。

＠後期高齢者医療制度へ移行する人のいる世帯の保険料の軽減
国民健康保険の加入者が75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行して、同一世帯の国民健康保険加入者がl

人となったときは、移行後5年間は医療分の平等割額を半額にします。その後の3年間は I/4減額します（単身軽

減）。

非自発的失業者に対する軽減
~ 

＞ 
「倒産・解雇などによる離職（雇用保険の特定受給資格者）」や「雇い止めなどによる離職（雇用保険の

特定理由離職者）」をされた人は、保険料が軽減されます。

軽減を受けるには、公共職業安定所（ハローワーク）から発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇

用保険受給資格通知」の提示と届け出が必要になりますのて＼該当する人は手続きをしてください。

※届け出をされても保険料が変更にならない場合もあリます。

【対象者】

離職の翌日から翌年度末まての期間について、

l．雇用保険の特定受給資格者（離職理由コード： II • I 2 • 2 I • 22 • 3 I • 32) 
2．雇用保険の特定理由離職者（離職理由コード：23• 33 • 34) 

として失業等給付を受けている人て＼離職時の年齢が65歳未満の人

【軽減される保険料】

保険料は、前年の所得などにより計算しますが、この軽減は前年の給与所得を

その 30/100として保険料を計算します。

【軽減の対象期間】

離職の翌日から翌年度末まての期間て，，す。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なリます。

翠

※国保に加入中は、途中て’就職しても引き続き対象となリますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。
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I 産前産後期間の保険料の一部免除 ~ 》
令和6年 1月より国保ご加入中の人が出産した際、出産した人の産前産後の保険料（所得割・均等割）が

一定期間免除となります。免除を受けるには、母子手帳等の提示と届け出が必要になりますのて＼該当する人

は手続きをしてください。

※届け出をされても保険料が変更にならない場合もあります。

【免除の対象】

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料（所得割・均等割のみ）

・多胎妊娠（2人以上のあかちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ

月前から6カ月間の保険料（所得割・均等割のみ）

※出産とは、妊娠85日(4カ月）以上の出産をいい、死産、流産（人工妊娠中絶を含む）、早産を含みます。

出産予定日
または出産が
属する月

l力月前 I T 1 1カ月後3カ月前 2カ月前 2カ月後

単胎の人

多胎の人
（色の付いた部分が免除期間）

【届け出の時期】

出産予定日の6カ月前から届け出がてきます。目安として出産後 1年以内の手続きをお願いします。

なお、出産前に届け出が済んている場合、出産日への訂正は不要です。

（ご希望てあれば、出産日て再度届け出をすることはてきます。）

I 保険料のお支払いが困難なとき : ＞ 
＠お支払いのご相談
保険料のお支払いが困難な場合は、早めに納付相談をしてください。

＠保険料を滞納すると 了
こ
さ

5
だ

早
叡

ぉ
相こ

①督促状などが送付されます。また、延滞金が加算される場合があります。

②通常よりも有効期間の短い「短期被保険者証」が交付され、国保の給付（療養費・高額療養費・葬祭費など）

の全部または一部が差し止めとなる場合があります。

③被保険者証等が返還となり、医療費が10割負担となる「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。

※緊急な医療の必要性が生じ、医療費の 10割負担が困難な場合は、ご事情に応じて「短期被保険者証」を

交付いたしますのてお申し出ください。

※国の制度改正により変更になる可能性があります。その際は別途お知らせします。

④財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

＠保険料の減免
病気や災害等により世帯の収入や生活状況が著しく悪化してしまった場合は、保険料の減免制度があります。

減免の決定に際しては、収入や資産状況の申告およびその内容に関する調査をいたします。

＜対象となる場合＞

①霞災、風水被害等の災害により納付義務者が障がい者となった場合や、行方不明となった場合等

②病気や失業、廃業等の理由により収入が著しく減少した場合等

墨 喜減免の申請は各納期限の7日前まてとなります。その期日を過ぎてしまうと申請がて‘きません。
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10,000円相当の検査が0円！ー！

特定健康診査•特定保健指導は健康づくりの第一歩

特定健康診査は、糖尿病、高血圧、脂質異常、内臓脂肪蓄積など、動脈硬化を進める原因がないか調べます。

一つ一つは軽度な変化ても、重なることて脳梗塞や心筋梗塞など、命にかかわる病気を引き起こします。

自分の体の状態を知り、生活習慣を見直す、年に一度のチャンスとして活用しましょう。

定期通院している人もこの健康診査の対象です。主治医にご相談のうえ、受診しましょう。

あなたが健康て・いることは、将来のご家庭の医療費を抑えられるだけてなく、国民健康

保険の安定した運営にもつながります。

I 対象者 I 国保加入中の40~74歳の人

I 検査項目 I 

基本的な健診項目（全員が受ける検査）

訟ロ、 察 問診、身体計測（身長・体重 •BMI・腹囲）、身体診察、血圧測定

脂質検査（空腹時中性脂肪）、 HDLコレステロール、 LDLコレステロール）

血液 検査
血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンAle)
肝機能検査（AST(GOT)、ALT(GPT)、y-GT (y -GTP)) 
腎機能検査（血清クレアチニン・eGFR)、尿酸

尿 検 査 尿糖、尿蛋白、尿潜血

詳細な健診項目（健診の結果、医師の判断により実施する検査）

I 血液検査（貧血検査） I 心電図検査 1 眼底検査

闊
習志野市

ホームページ

I 受診方法 | (I)個別健診で受診…市内実施医療機関期間：6月 1日～翌年3月31日まて

(2)集団健診て受診…保健会館年4回（事前申込制）

【受診時の持ち物】 シール付台紙

●特定健康診査受診券（黄色）のシール付台紙●被保険者証等 □□□：□］ • E 
※対象者には、 5月下旬頃に特定健康診査受診券（黄色）のシール付台紙を送付しています。 ： 

量 喜
●同じ年度内て，，「特定健康診査」と「短期人間ドック費用の助成」の両方は受けられません。

●受診前に習志野市の国保から脱退した人は受診てきません。受診券は破棄してください。

【年度途中て国保に加入された人】

・65歳（年度末年齢）以上の人：加入届け出をされた翌月末に受診券を送付します。

ただし、 2・3月は送付していないため、受診をご希望する場合は、健康支援課まて，，ご連絡ください。

・40~64歳の人：申出により受診券を発行します。健康支援課まて，，ご連絡ください。

健康維持のために特定保健指導を受けましょう
特定健康診査の結果、「積極的支援」と「動機付け支援」に該当した人は、保健師や管理栄養士による健康づくり

のためのサポートが無料て受けられます。健診受診日から数力月後、委託事業者よりご案内がありますのて＼ご自身

の食事や生活習慣を見直すチャンスとして活用しましょう。

ぬ合結果の提出にご協力ください~{9-―:mr冒量還畢景詈置罰旱胃 、~
①習志野市国民健康保険に加入している (40~74歳）。
②勤務先などて’健診を受けている、または個人て人間ドック

（市が助成している人間ドックを除く）を受けている。
③令和6年度習志野市国民健康保険特定健康診査を受診

していない人。
※健診結果には特定健診同様の基本的な健診項目が必要てす。
詳しくは市ホームページをご確認ください。

※健診結果の個人情報は、国の報告にのみ使用し、適切に管理します。

一B響看濯9 -、-
l．健診結果のコピーと問診票（市役所窓口にて記入）を
健康支援課へ提出。
（郵送を希望する場合は健康支援課まて‘
お問い合わせください）

2．ちば電子申請サービスにて、
健診結果をアップロード、
必要事項を入力。 こちらから..  
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人間ドックて健康チェック
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＠助成の対象となる人 【知6年度の費用助成は舒n6年4月1日～令和7年3月31日受検のもの力対象て・す。】

次の (I)~(5)の要件すべてに該当する人てす。なお、受検する日まてに習志野市の国保を脱退した人や、特

定健康診査を受診した人は対象となりません。また、年度の途中て•75歳になる人については、 75歳の誕生日の

前日まてに受検した分が助成の対象てす。利用券の有効期限にご注意ください。

(I) 30歳以上（平成7年4月1日以前生まれ） 74歳以下の人

(2)受検年度のq月末日以前から習志野市の国保に継続して加入している人 日受

(3)受検年度の前年度以前分の保険料を滞納していない世帯に属している人 門且 ‘ fヽ
(4)受検年度に加入した世帯の場合、保険料を 1期以上納付している人 人う

(5)年度内に習志野市特定健康診査を受診していない人 ＼ 間！ （ 

”言皇二ニ→：二 ！l
(2)郵送での申し込み

便せん等に「住所」「被保険者番号」「受検者氏名」「フリガナ」「生年月日」「電話番号（携帯電話可）」

「受検予定病院・受検予定日（決まっている場合）」を記入し、国保年金課へご郵送ください。

（あて先：〒275-8601習志野市鷺沼2丁目 1番 l号習志野市国保年金課人間ドック担当）

(3)窓口ての申し込み

受検される人の被保険者証等をお持ちください。

＠助成の方法
(I) 申請受付後、習志野市ホームページ•LINEまたは郵送て．の申し込みの場合は、 2週間以内に利用券を

郵送し、窓口ての申し込みの場合は、その場て利用券を発行します。

※内科と眼科て異なる医療機関て受検する場合は、利用券が2枚必要てす。

(2)利用券は受検する際に市内 10の指定医療機関の窓口に被保険者証等と一緒に提出してください。窓

ロてのお支払いは受検費用から助成額を除いた金額になります。

量可冨霰罫国E
受検日に医療機関に利用券を提出しないと、費用の助成はてきません（市からの払い戻しはありません）。

市て定めた基準検査項目をすべて受検する必要があります（医師が不要と認めた検査項目を除く）。

＠助成額 受検費用の7割を助成しますが、年齢により限度額が異なります。

5歳（受検年度の末日時点）～74歳の人

25,000円 を 限 度 30,000円を限度

（ 検査医療機関が内科と眼科て異なる場合は、 ） （ 検査医療機関が内科と眼科て異なる場合は、 ） 
それぞれ内科は21,500円、眼科は3,500円を限度 それぞれ内科は26,000円、眼科は4,000円を限度

※脳ドックは助成対象外て‘す。また、検査内容は各医療機関へお問い合わせください。
※後期高齢者医療制度の加入者の助成額の上限は15,000円てす。

＠助成の対象となる医療機関 (I0医療機関）
青木眼科／赤松眼科医院／あそう眼科／井坂眼科医院／いばた眼科クリニック／奏の杜クリニック／

さきたに内科・内視鏡クリニック／千葉県済生会習志野病院／津田沼中央総合病院／習志野第一病院
（名称50音順：令和6年4月末現在）

※保険者が実施する特定健康診査の資料とするため、受検データの一部が各医療機関から市へ提出されます。検査結果により生活習慣
改善の支援が必要と判定された人には、「特定保健指導」のご案内をさせていただく場合がありますのて＊、あらかじめご了承ください。
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後期高齢者医療制度
ヽ

ノ

＠後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人が加入する独立した医療保険制度て・す。この制度は県内全市町村が加入する「千葉県後期高齢者

医療広域連合」が運営します。市ては主に被保険者証等の交付や、各種申請の受付等、窓口業務を担当しています。

＠後期高齢者医療制度に加入する人
① 75歳以上の人

75歳の誕生日から、本人からの届け出なしに自動的に対象となります（一部適用除外となる場合があります）。

② 65歳から74歳まての一定の障がいがある人※て、後期高齢者医療制度に加入を希望する人

市役所の窓口に申請し、千葉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から対象となリます。

認定を受けた人は、加入している国民健康保険や会社の健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入するこ

とになります。

※一定の障がいがある人とは以下の手帳等をお持ちの人または同等の障がいがあると認められる人てす。

＾^ • 0‘ 
●国民年金証書 I・2級（障害基礎年金等） ●療育手帳（重度の区分）

●身体障害者手帳 l~3級および4級の一部（音声、言語、下肢 I・3・4号）

●精神障害者保健福祉手帳 I・2級

＠国民健康保険と後期高齢者医療制度
国民健康保険の被保険者が75歳になると、自動的に国民健康保険を抜けて後期高齢者医療制度に移行します。

●被保険者証等について
国民健康保険の被保険者証は75歳の誕生日の前日まて‘となります。75歳の誕生日からはマイナ保険証の他、後期

高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書を使用してください。

なお、マイナンバーカードと被保険者証が一体化されることに伴い、令和6年 12月2日から現行の健康保険証は発行

されなくなります。令和6年 12月1日まてt:75歳になる人には、後期高齢者医療被保険者証を誕生月の前月（ 1日生ま

れの人は前々月）に郵送いたします。令和6年 12月2日以降に75歳になる人て以下に該当する場合には「資格確認

書」を交付する予定てす。

ロマイナンバーカードを持っていない人

ロマイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録を行っていない人

□その他、何らかの理由て‘、マイナ保険証の利用が困難な人等

●保険料の計算方法について (7ページ参照）

国民健康保険料は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分まて計算されます。後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月

分から計算されますのて，，、保険料が二重に計算されることはありません。後期高齢者医療保険料の金額等につきまして

は、原則として、75歳の誕生月の l~2カ月後に通知いたします。

●保険料の口座振替について
国民健康保険料を口座振替にしていた場合ても、後期高齢者医療保険料を口座振替にするためには、改めてお

手続きが必要です。ご希望の人は、後期高齢者医療被保険者証や資格確認書等に同封される「口座振替依頼書」

てお申し込みください。

【例】q月に75歳になる人と73歳の人の二人世帯の場合

納:::収)|< ： ）1 (［凶言位』よここ髯玉崖喜き`（。悶
q期

(3月）

後期高齢者
医療保険料

q月に75歳になる人の7カ月分(q~3月分）を
未到来の納期て分けて納めていただきます。

保険料年額の計算は月割になっていますのて＼
納期は重なりますが計算は二重てはありません。
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医療機関における適正受診にご協力ください

近年、「夜間の方が空いて待たなくてすむから」「昼間は仕

事があって行くことが難しいから」などの理由て＼軽い症状て，，

も休日や夜間に病院の救急外来を受診する人が増加し、緊急

性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生

しています。

このことが病院勤務医の過重な負担となる原因の一つにも

なっております。また、休日・夜間は医療機関に支払われる医

療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。

必要な人が安心して医療を受けられるようにするとともに、

最終的には保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医

療費を有効に活用し、身近な地域て‘救急医療を提供していく

ためには、皆さんのご理解とご協力が不可欠てす。

●重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてし

まうなどの心配もあります。今受けている治療に不安があるとき

には、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。

／

ー

ー

、
ジェネリック医薬品

●ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）の特許が切れた後、厚生労働省の承認

を得て発売される医療用医薬品て，，、同様の効き目がありながら新薬より安い価格て販売されます。す

べての薬にジェネリック医薬品があるわけてはなく、新薬とは食べ合わせや飲み合わせが異なる場合

もあるため、病状により、ジェネリック医薬品が処方てきない場合もあります。

ジェネリック医薬品の処方を希望される場合、まずは、かかりつけの医師・薬剤師にご相談くださ

¥,‘。

●ジェネリック医薬品希望シールまたはカードをご利用ください

ジェネリック医薬品の処方を希望する人は、被保険者証等に同封されて

いる「ジェネリック医薬品希望シール」や被保険者証台紙裏面の「ジェネ

リック医薬品希望カード」をご活用ください。

かかりつけの医師や薬剤師に伝えづらい場合に、シールを貼り付けた被

保険者証等の提示や診察券、お薬手帳と一緒にカードを提示することによ

り切り替え希望の意思を伝えることがてきます。

●ジェネリック医薬品利用差額通知を送付します

現在処方されている薬をジェネリック医薬品に切り替えることにより医療

費を大きく減額することがてきる人を対象に、ジェネリック医薬品利用差額

通知を送付しています。ジェネリック医薬品に切り替えを検討する際にこう舌

用ください。

ジェネリック医薬品
希望シール

.....0お璽••にこ●"ュ●',9ク電●●●●シー凡9 ●.. 
ことで9，ェ●,'9,．．．の鱗9●●●してい●こと．．．．聞や

菫●に●え●ことが9●●9．お菫●●e●●●●●と●●●●●に
つな●●ジェ●’999●●n-n屑・ぜUご9疇ください．

’'-~I お薬手： l
~̀ --

”コ沈芯：•なら9いように ：： 

ジェネリック医薬品希望シール

ニーご息・更叶●であればノュ拿，，9ク●●●への●●を編濱し9す．

ジェが999●●●●’•方できない鴫合があることは●●してい9 す．

ジェネリック医薬品希望カード
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整骨院や接骨院て”の施術
ヽ

ノ

●健康保険を使えるのはこんなとき

整骨院や接骨院て‘骨折、脱臼、打撲および捻挫（いわゆる肉ばなれを含む）の施術を受けた場

合に保険の対象になります。骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師

の同意を得ることが必要です。単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりませ

ん。このような症状て施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

●治療をうけるときの注意

多くの整骨院．接骨院などの窓口ては、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担

分のみ支払うことにより、施術を受けることがてきますが、柔道整復師が被保険者に代わって

保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に被保険者のサインをいただくことが

必要となります。

●施術内容を調査する場合があります
医療費の適正化の一環として、整骨院・接骨院などからの請求内容について、受療した人に

対して調査をお願いする場合があります。施術期間・負傷の原因などについてご回答いただき

たいのて，，、領収書の保存など、ご協力をお願いいたします。
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臓器提供の意 思表 示
ヽ

ノ

●臓器提供とは

脳死後あるいは心臓が停止した場合に、臓器移植を必要とする人に臓器を提供することです。

生前に書面て臓器を提供する意思を表示している場合や、ご本人の臓器提供の意思が不明な場

合も、ご家族の承諾があれば臓器提供てきます。

自分の意思を尊重するためにも、臓器提供について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しな

い」、どちらかの意思を表示しておくことが大切てす。

●意思表示欄をご利用ください

被保険者証の裏面に意思表示欄を設けてありますのて‘ご利用ください。記入は任意て，，す。

意思表示内容の保護シールをご希望の場合は、国保年金課まてお申し出ください。

●臓器移植に関するお問い合わせ

臓器提供の概要や意思表示欄の記入方法について、詳しくは（公社）日本臓器移植ネットワークの

ホームページ(https://www.jotnw.or.jp/)をご覧ください。
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厳しい国保財政の状況
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国保は皆さんの医療費を支える

医療保険て，，す。病気やけがて‘医療を

受けるとき、医療費の7割または8割

を国保が負担しています。そのため、

病院窓口等て‘のお支払いは3割ま

たは2割の負担て万斉む仕組みとなっ

ています。

現在、国保ては医療費の適正化

が大きな課題となっています。 1人あ

たり医療費は、高齢化や医療の高度

化などにより年々増加傾向にありま

す。増加する医療費を賄うため、皆さ

んに納めていただく保険料負担も増

加傾向にあり、国保財政は厳しさを

増しています。

ご自身やご家族の健康づくりに取

リ組んて‘いただくとともに、今後も国

保制度に対するご理解ご協力のほ

どよろしくお願いします。

380,000 

360,000 

1人あたり医療費の推移
（単位：円）

320,000 

※新型コロナウイルスの影響により令和 2年度は医療費が減少

平成30年度令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

1人あたり保険料の推移（後期高齢者支援金分と介護納付金分を含む）

（単位：円）
112,000 

110,000 

108,000 

106,000 

104,000 

102,000 

100,000 

%,000 

%,000 

平成30年度令和元年度

I oq,538 

令和 2年度 令和3年度 令和4年度
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～生涯にわたり、健やかな日々を送るために～

はじめよう、健康づくり！
ヽ

ノ

皆さんが医療機関を受診したときの医療費は、年々増加の傾向にあります。医療費が増えることは、国保の主要

な財源である保険料の引き上げにもつながります。

病気は、早期発見・早期治療がてきれば、身体的負担、経済的負担や治療の時間は少ないものて済み、国保

が負担する医療費も削減てきます。

自分の健康のためにはもちろん、家族のため、また、いつまて‘も安心して医療を受けるためにも、定期的に健康

診査を受け、健康状態を確認するとともに、日ごろから積極的に健康づくりに取り組みましょう。

健康づくりのポイント

〇 食事
1日3食を規則正しく食べま

しょう。主食・主菜・副菜を

揃えると栄養バランスが整
います。

間食・アルコールは適量を
心がけましょう。

' ＼ • --

〇 しつかり禁煙
たばこは百害あって一利なし！
家族・友人に禁煙宣言する

など、周囲の人の協力を得る

ことや、禁煙仲間をつくること

も効果的てす。

R 

〇 運動
例えばウォーキングやその場

スクワットなど、「プラス 10

分」、家事や仕事をこなす日

常の中て＇、こまめに体を動か

す習慣をつけましょう。

・o定期的な健診
健診は自分の生活習慣を

見つめ直す絶好のチャンス！

健診を受けて、健康生活を

スタートしましょう。
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健康て‘いきいきとした毎日を送ることは
私たちみんなの願いてす

［ 国民健康保険とは J 
病気やけがに備えて、加入者の皆さんが保険料を出し合い、医療費を支える「助け合いの制

度」てす。

国保を運営しているのは皆さんの住んている都道府県と市区町村て‘、これを「保険者」と言

います。それに対して加入者を「被保険者」といいます。

ベ・(
D
 

（

●

 ロ
ーCJ

 

審査結果を

報告する

合会を通

保険者負

支払う

llil 
国保連合会
（審査機関）

医療費を請求する

［ 国保に加入する人とは J 
職場の健康保険（全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など）に加入している人やその

扶養家族、生活保護を受けている人を除いて、74歳以下のすべての人がお住まいの市区町村の

国保に加入します。

※75歳になった人は後期高齢者医療制度の加入者となります (15ページ参照）。

＾ 
お店などを

経営している

自営業の人

農業や漁業を

営んている人

鰻で、 S~

． 
退職して職場の

健康保険などを

やめた人

O^ 
家族の職場の

健康保険の扶養

からはずれた人

w

□l
 パート・アルバイト

などをしていて、

職場の健康保険などに

加入していない人

外国人てて、3カ月を

超えて日本に滞在するものと

認められた人

（在留期間が3カ月以下てあっても、
客絨的資料により3カ月を超えて滞在すると
謁められる人も加入できる場合があリます。）

r
 

加入は世帯ごとに行います

国保は、大人や子どもの区別なく世帯の一人ひとりが被保険者となります。

ただし、加入は世帯ごとになりますのて、各種の届け出や給付金の受取り、保険料の納付

などはすべて世帯主が行うこととされています。
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